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12月は

　滞納は、納税している方と公平性を欠く、決して許されない行為です。町税などの

収入は、町が存続するための貴重な自主財源であり、滞納すると町の財政を圧迫し、

住民サービスに支障を来すことになります。

　住みよいまちづくりのためにも、納期内納付の徹底をお願いします。

　釧路総合振興局と町では、個人住民税の特別徴収を行っていない事業主（給与支払者）の皆さ

んを対象に、平成26年度から順次、特別徴収義務者に指定する取り組みを行っています。

　個人住民税の特別徴収とは、事業主の方が従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を徴

収（天引き）し、従業員の方の代わりに納入していただく制度です。従業員の方にとっては、年12

回に分けて徴収（天引き）されるため、普通徴収で年に４回納付書で納める場合に比べて１回あ

たりの負担額が少なく、納め忘れがなくなるなどのメリットがあります。

　詳しくは、お問い合わせください。

個人住民税の特別徴収を

　滞納処分を専門に処理し、町村に代わって徴税につなげるため、釧路・根室管内11町

村（本町を含む）で「釧路・根室広域地方税滞納整理機構」を設立し、積極的な滞納整理を

進めています。

　この組織は、例えば弟子屈町から引き継がれた滞納者が、滞納額全額の一括納付、

または１年以内の短期的な分割納付をしなければ、徹底した財産調査などを行った

上で差し押さえを行い、強制的に徴収します。

　また、引き継がれた滞納者については、徴収のための戸別訪問は行わず、差し押さ

えなどの滞納処分を粛々と進めていきます。この間、弟子屈町役場税務課での納税相

談などはできなくなります。

　このような滞納処分を受けないためにも、同機構への引き継ぎの対象にならない

よう、税の納期内納付や早めの納税相談をお願いします。

【機構が行う滞納処分】

　 ▼給与／勤務先の会社へ給与照会を行い、給与を差し押さえます。

　 ▼敷金・家賃収入／借家の敷金や入居者の家賃を差し押さえます。

　 ▼ �動産／自動車や貴金属、家電製品などを、強制調査（家宅などの捜索）により差し押さえます。

　 ▼不動産／家屋や土地を差し押さえます。

　 ▼生命保険／生命保険を強制的に解約し、解約返戻金を差し押さえます。

　 ▼預貯金／銀行預金や郵便貯金を差し押さえます。

　※これらの処分については、町でも随時実施しています。

－釧路・根室広域地方税滞納整理機構－

　次のとおり、税務課職員を配置して夜間納税窓口を開設します。日中、役場へ来ら

れない方は、ぜひご利用ください。納税相談も受け付けています。

　 ▼開設日／12月16日㈬

　 ▼開設場所／役場庁舎（税務課）・川湯支所

　 ▼開設時間／午後８時まで

　※水道課も同様に開設します。

平成27年度　町税などの納期一覧（12月～２月）
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マイナンバーの
通知カードは
届きましたか？

　本町でも10月下旬から順次、皆さ

んの住民票上の住所にマイナンバー

（個人番号）の通知カードが届けられ

ています。

　まだ、お手元に届いていない方は、

お手数ですが下記までお問い合わせ

ください。

通知カードはこのようになっています

通知カードの送付・個人番号カードの申請交付などに関する問い合わせ先
　役場環境生活課総合サービス室☎４８２‐２９３４（課直通）
　川湯支所☎４８３‐２０４３
マイナンバーに関する問い合わせ先／コールセンター（全国共通ナビダイヤル）☎０５７０‐２０‐０１７８

｝この部分が通知カードです
ここに、あなたのマイナンバー（個人番号）が

書かれています。大切に保管してください。

｝マイナンバーカード（個人番号カード）の交付を希望される方は、この部分を切り

取って記入し、同封の返信用封筒に入れて

郵便ポストに投函してください。

※�すぐに必要ではないという方は、保管しておいて

ください。
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マイナンバー制度に便乗した

不正な勧誘・不審な電話
　マイナンバー制度のコールセンターや消費生活センター、全国の市区町村の窓口などに、制度に便乗した不正な勧

誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問などに関する相談が寄せられています。

被害に遭った・遭いそうになった事例

市役所の職員を名乗る者が訪問し「市役所から来た。マイナンバーカードにお金がかかる」などと言われ、マイナン

バーカードの登録手数料名目にお金をだまし取られた。

公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄附をしたいと

いう別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日「マイナンバーを教え

たことは犯罪に当たる」と、寄附を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求さ

れ、現金を渡してしまった。

役所の職員を名乗る者から「あなたのマイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者から名義を貸して

もらう必要がある」などと電話があった。別の者から「名義貸しは犯罪になって逮捕される」などと言われ、解決する

ためにお金を要求された。被害者がお金を引き出しに行ったところ、金融機関の職員が不審に思い警察に通報した

ため、被害に遭わなかった。

不審な電話・メール・手紙・訪問などの事例

行政機関を名乗って「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほ

しい」との電話があった。

「マイナンバー制度が始まるとあなたの預金が知られてしまいます。金（きん）を隠し財産にしませんか」という電話

があり、不審に思って電話を切った。

知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ「私が

管理します」と言ったので、不審に思い電話を切った。

若い男性から「マイナンバーが順次、届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電

話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると「早く手続きをしないと刑事問題になるかもしれない」などと言

われ、不審に思い、すぐに電話を切った。

消費生活センターなどを名乗る者から「マイナンバーに関連して個人情報が業者に漏れているので、削除してあげ

る」といった内容の不審な電話がかかってきた。

「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務

契約などを強引に取り付けようとする電話があった。

電話で国の行政機関をかたり、制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。

スマートフォンに「重要：マイナンバーについて」と題するメールが届いた。「マイナンバーの個人情報漏えいが発覚

し、このままでは携帯電話が使えなくなったり、ローンが組めなくなったりする」など危機感をあおる文章で、手続

きのために別のサイトに誘導するアドレスが記載されていた。

「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを

聞かれた。

注意！

このようなときは注意！

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、口座番号や暗証番号、年金・保険など

の情報を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求することは一切ありません。

ＡＴＭ（現金自動預け払い機�）の操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪

問には応じないでください。

「なりすまし」の郵送物にご注意ください！

�マイナンバー通知カードは、普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を

請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

�個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含む申請書を入れて返信していた

だきます。宛先が「地方公共団体情報システム機構」か確認してください。また、申請書に口座番号など

を記載することはありません。

「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。人を欺くなどして他人

のマイナンバーを取得すると、法律により罰せられます。

ただし、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われる

ことはありません。

　　　　��問い合わせ先／
役場総務課情報防災係☎４８２‐２９１２（課直通）

　　　　　　　　　　　��役場環境生活課総合サービス室☎４８２‐２９３４（課直通）

　マイナンバーの利用は「社会保障」「税」「災害対策」の３つの分野に限られています。利用の手続きには、顔写真付き

の身分証明証などで本人確認を徹底することになっています。

　マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問などには十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用

ください。

＜ご相談は、役場や最寄りの警察署のほか下記まで＞

《マイナンバー制度全般に関するご相談》

　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎０１２０‐９５‐０１７８

　平日／９時30分～22時　土・日曜日、祝日／９時30分～17時30分（年末年始を除く）

《不審な電話などを受けたら》

　消費者ホットライン　☎１８８


